
４月１日㈬から

青切符とは

違反と反則金の一例

ながらスマホ
（携帯電話の使用など（保持））

12,000円

信号無視

6,000円

車道の右側通行

6,000円

一時不停止

5,000円

問い合わせ　室蘭警察署（☎㊻０１１０）

低所得世帯（非課税世帯等）支援給付金を支給します

自転車の交通違反に『交通反則通告制度（青切符）』が導入されます

　『青切符』とは、一定の道路交通法違反（比較的軽微なもの）をした運転者に対し、警察官から渡さ
れる交通反則告知書のことで、青い紙であることから『青切符』と呼ばれています。
　４月１日㈬から、16歳以上の自転車を運転する方に対して交通反則通告制度が適用され、
自転車で交通違反した時は反則金の納付が通告されます。
　詳しくは、警察庁自転車ポータルサイトをご覧ください。

問い合わせ　社会福祉グループ（☎�１０００）
　特に物価高騰の影響を受ける低所得世帯を支援す
るため、給付金を支給します。
対象　
①�令和８年１月１日時点（基準日）で本市に住民登
録があり、世帯全員の令和７年度分住民税が非課
税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
※�単身の高齢者など、住民税均等割が課税されてい
る方の税法上の扶養親族のみの世帯は対象外。
②�『①』以外の世帯で、申請時点において本市に住
民登録があり、令和７年１月以降の家計が急変し、
世帯全員の令和７年中の所得が非課税水準相当額
以下である世帯の世帯主
支給額　１世帯当たり12,000円

申請方法　
①�の方…要件を満たす方には、３月２日付けで次の
書類を送付します。

　a,�お知らせ通知…市で口座情報を把握している方
へ送付。記載されている口座情報に変更がなけ
れば、申請手続きは不要です。

　b,�確認書…市で口座情報を把握していない方へ送付。
期限までにオンライン手続きまたは確認書に必要
事項を記入し、同封の返信用封筒で返送ください。

②�の方…市役所や各支所に備え付け、または市公式
ウェブサイトに掲載の申請書に必要事項を記入し、
持参か郵送で社会福祉グループ（〒059-8701・中
央町６丁目11）
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https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html

